
平成 1 6 年度家庭福祉対策関係予算当初内示の概要

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

1 児童虐待防止対策の充実

（ 1 ）施設の小規模 化の推進 2 ， 2 9 8 百万 円

①地域小規模児童養護施設の拡充 7 9 6 百万円

被虐待児等 を家庭的な環境の中で養育するため、地域小規模児童養護施設

を拡充す る。

4 0 か所 → 1 0 0 か 所

② 児童養護施設 の小規 模グルー プケアの推進 1 ， 5 0 2 百万円

施設 内にお いて他 の入所児童へ の影響 が懸念 され る等 手厚 い ケア を要す る

児童 を対象 に、小規模 なグループに よるケア を行 う体制 を整備 し、 これ に対

応 した職員を配置する。「地域小規模児童養護施設」 とあわせ全児童養護施

設 に少 な くとも 1 単位 の小規模 ケアを実施。

（ 2 ）ケア担 当職員の質 的・ 量的充実 4 ， 9 9 8 百万円

① 家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）の配置 1 , 8 6 5 百万円

児童養護 施設 等の入 所児童 の早期家庭復帰等 を図 るた め、施 設入所前か ら

退所 まで、更 には退所 後のアフターケア に至 る総合 的な家 族調整 を担 う家庭

支 援 専 門相 談 員（ファミリーソーシャルワーカー）を配 置 す る。

※児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童 自立支援施設の

全施設へ配置。

② 被虐待児個別対応職員 の配置の拡充 1 ， 6 9 3 百万円

虐待 を受 けてい る児童の施設入所の増加 に対応す るため、従 来 よ り児 童養

護施設 に配置 していた被虐待児個別 対応職員 の拡充 を図 る とともに、母子生

活支援施設、情緒障害児短期治療施設、児童 自立支援施設にも配置す る。

※児童養護施設 ：定員 5 0 名以上への施設の配置要件を全施設配置へ拡大

母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、児童 自立支援施設につい

て も全施設配置

③ 乳児院への 自立支援のための職員の配置 1 2 3 百 万円

乳児 院の入所児童 の年齢延長 を検討す ることに伴 い、平成 9 年度児童福祉

法改正において乳児 院以外の施設 に配置 され た入所児童 の 自立 支援のた めの

－1 －



職員 を全ての乳児院 に も配置す る。

④被虐 待児受入加算の創設 1 ， 1 7 0 百万 円

児童養護施設 等に入所す る被虐待 児にきめ細や かな支援 を行 うた めの心理

療法担 当職員等 の確保 の経費に充て る披虐対児受入加算 を創 設す る。

⑤母子生 活支援施 設特別生活指導費加算 の対象拡大 1 4 6 百万 円

障害 のあ る親等処遇が困難 な母子 に対す る支援 を充実す るた めに、一定規

模 （3 0 世帯以上）の施設 を対象 としてい る特別生活指導費加 算 について 、

対象施設 を拡大す る。

1 8 か所 一 1 5 1 か所

（ 3 ） 里 親 支 援 の 拡 充 4 5 0 百 万 円

①専門里親 7 5 人 － 1 2 4 人 （保護人員） 1 1 2 百万円

②里親への生活援助等や里親相互間の援助 3 3 8 百万円

里親 の養 育負 担 を軽減す るため、児童相談所 にお いて研 修の上登録 され た

者を、里親 か らの援助 の求めに応 じて派遣す る里親養育援助 事業 を創設す る

とともに、里親 自身の養育技術 の向上等 を図 る里親養育相 互援 助事業 を実施

する。 また、専門里親 に対す る専門的な研修 （応 用研修） の実施か所数の増

を図 る。

※里親養育援助事業 6 0 県市

里親養育相互援助事業 7 3 2 か所 （ サ ロ ン ）

専門里親研修 1 0 県市 → 6 0 県市

（ 4 ）総合 的な自立支援の拡充 2 2 6 百万円

① 自立援助ホームの拡充 1 1 4 百 万円

自立 援助 ホ ー ム の か所 数 の増 を図 る と とも に、虐 待 な ど を受 け た経 験 か ら

人 間 関係 が うま く築 け ない な ど 自立 に 向 けた 指 導 が必 要 な児 童 に対 し、就 労

先 の開拓や 住居 の確保 、関係機 関 との調整等 対外 関係調整 につ いて一層の体

制 を整備す るため、対外関係調整事業を創設す る。

1 9 か所 → 4 0 か所

②自立 促進等事業の創設 1 1 2 百万円

児 童養護施設等の各施設 におけ る入所児童 の処遇 に関す る創 意工夫や入所

児童 等の努力 を反映 した 自立促進 につ なが る事業及び早期家 庭復帰 につなが

る事業 を促進す るため、 自立促進等事業 を創設す る。

例 えば、情緒障害児短期治療施設 におい て、施設退所 後 の生活 が

スムーズに行 えるよ う生活指導 を行 う等の先駆 的事業 に補 助。
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（ 5 ）被虐 待児童 の受入体制 を整備す るた めの独立行 政法人福祉 医療機 構融資の特

例措置 の延長

児童養護施設の改築等及び情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援センター

を新設す るための整備 に係 る費用 を独立行政法人福祉 医療機構 か ら借入れ た場

合、借入金の無利子及び融資率の特例措置の期限を 1 年延長す る。

（特例措置の期限） 平成 1 5 年度未 → 平成 1 6 年度未

2 家庭支援対策関係

（ 1 ）児童 家庭支援セ ンター運営事業 2 8 3 百万円

・ 6 0 か所

（ 2 ） ひ き こ も り等児 童 福 祉 対 策 事 業 9 8 百 万 円

（3 ）専 門里親 7 5 人 － 1 2 4 人 （保護人 員）（再掲 ） 1 1 2 百万 円

（ 4 ）家庭 訪問支援事業 を育児支援家庭訪 問事業へ統合

家庭訪 問支援 事業 は、平成 1 4 年度 よ り実施 して きた とこ ろで あ るが、

今般 、養 育者 に とって過重 な負 担が かか る出産 後 間 もない時期 等 に手厚 い

支援 を行 い、子 どもの健全 育成 に資す る訪 問 に よ る具体 的 な援 助 、技 術指

導、発達相談指導等を行 う育児支援家庭訪問事業 （平成 1 6 年度創設）に

統合す る。

3 母子家庭等 自立支援対策の推進

（ 1 ）母子 家庭等の子育 て と生活の支援 2 ， 6 3 0 百万 円

①子育 て短期支援事業 2 0 0 百万 円

親 の病気、残 業 な どの場合 に児童養護施設等 において一 時的 に預 か るシ ョ

ー トス テ イ 、 トワ イ ラ イ トス テ イ を 実 施 す る。

②日常生活支援事 業 1 6 1 百万 円

母 子家庭 の母等 が、 自立のための資格取得や疾病 な どによ り一 時的に生活

援助 、保育 のサー ビス が必要 となった場合 に、家庭 生活 支援員 を派遣す る。

③ひ とり親家庭生活支援事業 1 3 2 百万 円

母子家庭の母等の生活基盤 の安定を図るため、生活支援講習、健康支援、

土 日・ 夜間電話相談 、児童訪 問援助 （ホー ムフ レン ド）、情報交換 の場 の提

供 な ど各種事業 を地域 の実情に応 じて選択実施す る。

④被虐 待児個別対応職 員の配置 の拡充 4 9 5 百万 円

⑤被虐 待児受入加算の創設 2 8 9 百万 円

⑥ 母 子 生 活 支 援 施 設 特 別 生 活 指 導 費 加 算 の 対 象 拡 大 1 4 6 百 万 円
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（ 2 ）母 子家庭等の 自立のための就 業支援 2 ， 2 8 1 百万 円

①母子 家庭 等就 業 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 事 業 の 推 進 8 3 2 百 万 円

就業相談や就業情報の提供等一貫 した就業支援サー ビスの提供や養育費の

相談 な ど生活支援 を提供す る母 子家庭等就業・ 自立支援 セ ンター事業 の定着

・ 推進 を図る。 また、母子家庭 等就 業・ 自立支援セ ンター事業 の指導職員 に

対 して 、新 た に 7 ブ ロ ックで セ ミナ ー を実施 す る。

1 ブ ロ ッ ク 当 た り 5 3 8 千 円

②母子家庭自立支援給付金事業 1 ， 1 8 7 百万 円

・ 自立支援教育訓練給付 1 ， 0 0 9 百 万 円

地方公共団体が指 定す る教育訓練講座 を受講 した母 子家庭 の母 に対 し

て、講座 終了後に受講料 の一部 を支給す る。

受講料 の 4 割相 当額 （上限 2 0 万円、下限 8 千円）

・ 母子家庭高等技能訓練促進費 1 0 5 百万円

介護福祉 士等 の経済的 自立 に効 果的な資格 を取得す るために 2 年 以上養

成機 関等 で修 学す る場合で、就業 （育児 ） と修学の両立 が困難 な場合 に、

生活費 の負担軽減 のた めの給付 を行 う。

修学期間 の最後の 1 ／ 3 の期 間 （1 2 ヶ月 を限度）

月額 1 0 万 3 千 円

・ 常用雇用転換奨励金 7 3 百万円

母子家庭 の母を新規 にパー トタイム として雇用 し、OJT実施後 、常用雇

用 （一般 ）労働者 に雇用転換 し、 6 か月継続雇 用 した事業主 に対 して奨

励金 を支給 す る。

1 人 当た り 3 0 万 円

③特定事 業推進 モデル事業 4 0 百万 円

母子家庭 の母 の就業機会 を創 出できる可能性 の高い先駆的 な事業 を促進 す

るためのモデル事業 を実施す る。

1 か 所 当 た り 8 ， 0 0 0 千 円

④母子家庭等施策調査研究等経 費 （ 新 規 ） 8 百 万 円

母子 家庭 の母 の就業支援 を効果 的に推進す るため、①母子家庭等施策 に関

す る年次報告 の作成 、②関係省庁連絡会議 の開催、③パ ンフ レッ ト等の作成

に よる民 間事業者等へ の広報啓発 を行 う。

⑤母子家庭等 自立支援推進事業 2 0 4 百万 円

都道府県 が市及び福祉事務所 を設置す る町村 にお ける母子家庭等福祉施策

を効果的・ 効率的に実施す るための課題や方策 の検討 につ いて地域の実情 に

応 じて支援 す る体制 を整備す る。
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（自立支援推進協議会等） 1 か所単価 ＠1，909千 円

（デー タ収集 システム経費） 1 か所単価 ＠2，518千 円 （都 道府 県分 ）

＠1，309千 円 （市等 分）

⑥母子 自立 支援員活動マニュアルの作成 （新規） 4 百万 円

母子 自立支援 員の資質の向上 を図 り、効果 的 な支援 を実施す るための活 動

マ ニュアル を作成す る 。

（ 3 ） 自立 を促進す るための経済的支 援策 3 0 6 ， 8 5 2 百万 円

①母子寡婦福祉貸付金の充実 4 ， 9 7 0 百万円

就学支度資金の貸付限度額の引上げにより、母子寡婦福祉貸付金を充実す

る。

私立高校 3 0 万円 一 3 6 万 円

私立大学 4 5 万円 一 5 2 万 円

②児童扶養手当 3 0 1 ， 8 8 2 百万円

物価 ス ライ ドの取扱い （平成 1 6 年 4 月実施 ）

平成 1 6 年度 におけ る児童扶養 手当の物価 ス ライ ドにつ いて は、公的年 金

と同様 、平成 1 5 年の消費者物価 の下落分 （マイ ナス 0 ． 2 ％～ 0 ． 4 ％の

見込 み） の改定 を行 う．

児童扶養手当額への影響（0 ． 2 ％の場合）

・ 児童 1 人 全部支給 （月額） 4 2 ， 0 0 0 円 → 4 1 ， 9 2 0 円

一部 支給 （月額） 4 1 ， 9 9 0 円 ～ 9 ， 9 1 0 円

→ 4 1 ， 9 1 0 円 ～ 9 ， 8 9 0 円

・ 平成 1 6 年 1 月下旬に平成 1 5 年の年平均の消費者物価指数が確定

す るのを待 って 、次期通 常国会 に年金額 等の物価 ス ライ ドの特例措置

を講 ず るた め の法案 を提 出す る こ と とす る。

なお、事務取扱交付金については、三位一体の改革 （国庫補助負担金見直

し） の平成 1 6 年度 における対応 として一般財源 化。
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